
調査研究の推進

規格、基準の策定等

●器具・容器包装、おもちゃ等の安全確保 ●リスクコミュニケーション●器具・容器包装、おもちゃ等の安全確保 ●リスクコミュニケーション

　厚生労働省は、リスク管理機関として、リスク評価機関である食品安全委員会等の関係府省
や地方公共団体等と連携しつつ、食品の安全性を確保するための様 な々施策を講じています。
　厚生労働省では、食品安全委員会及び農林水産省と連携して、平成15年7月以降、「食品
に関するリスクコミュニケーション」という意見交換会を、BSE対策、輸入食品の安全確保対
策、残留農薬等のポジティブリスト制度、健康食品などをテーマとして、全国各地で開催すると
ともに、食品安全部のホームページである「食品安全情報」において積極的な情報発信を行
っています。また、規制の設定又は改廃に関わる意見提出手続（パブリックコメント）や審議会
の公開、情報公開など既存の取組も着実に実施し、厚生労働省の意志決定に、食品の生産
から消費に至る様 な々関係者の情報や意見を取り込むようにしています。

リスクコミュニケーションの取組

食品衛生行政の展開とリスクコミュニケーション

農林水産省・消費者庁
（リスク管理）

総合的なリスクコミュニケーションの実施
食品安全委員会（リスク評価）

関係行政機関相互の
密接な連携

関係者相互間の情報及び
意見の交換の促進
（リスクコミュニケーション）

リスク
コミュニケーション

厚生労働省（リスク管理）

都道府県、保健所設置市、特別区
（47都道府県）　　　　　（66市）　（23特別区）

保健所（494ヶ所）

地方厚生局
（7ヶ所） 検疫所（31ヶ所）　

施策の実施のための
相互連携
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輸入食品の
監査指導

消　費　者 食品等事業者

飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯
蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に
直接接触する機械、器具その他の物

食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受
する場合そのままで引き渡すもの

●器具・容器包装

●おもちゃ…乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するもの

●洗浄剤…野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるもの
　食品衛生の観点から、ヒ素、重金属、メタノール等の試験法、漂白剤・着色料等の規格及び使用基準を設定

器具………

容器包装…

器具・容器包装、おもちゃに使用される物質の調査研究

●意見交換会の開催

●食品の安全確保の取組をまとめたホームページ
　「食品安全情報」による情報発信
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iya
ku/syoku-anzen/index.html

●既存の取組の着実な実施
規制の設定又は改廃に係る意見提出手続（いわ
ゆるパブリック・コメント）や審議会の公開、情報公
開など
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※都道府県、保健所設置市、特別区、保健所、地方厚生局、検疫所の数は平成22年4月1日時点

①乳幼児が口に接触することをその本質とするおもちゃ
②アクセサリーがん具（乳幼児がアクセサリーとして用いるがん具をいう。）、うつし絵、起き上がり、おめ
ん、折り紙、がらがら、知育がん具（口に接触する可能性があるものに限り、この号に掲げるものを除
く。）、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロツクがん具、ボール、ま
まごと用具
③前号のおもちゃと組み合わせて遊ぶおもちゃ

（個別規格の設定）
・合成樹脂製の器具又は容器包装
・ガラス製、陶磁器製及びホウロウ引きの器具又は容器包装
・ゴム製の器具又は容器包装
・金属缶

（一般規格等の設定）
油脂又は脂肪性食品用の器具・容器包装にフタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（DEHP）を用いたポリ塩化
ビニル（PVC）の使用を禁止
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